
令和７年度 山形県観光審議会 
 

                日 時 令和７年 11月 25日（火）14:00～16:00 

                場 所 山形県建設会館 １階大会議室 

 

 

次   第 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 意見交換 

 

 

  (1) 令和６年度山形県観光者数調査の結果について 

 

  (2) おもてなし山形県観光計画の進捗状況について 

 

(3) 今後の観光振興施策の展開について 

 

(4) 観光財源について 

 

  (5) その他 

 

 

４ 閉  会 



（五十音順・敬称略）
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柴 田 薫 赤倉温泉　湯の原　女将 欠席
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山 口 敦 史 ㈱ＤＭＣ天童温泉　代表取締役社長

山 科 沙 織 The Hidden Japan合同会社　代表
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本 間 拓 也 県土整備部空港港湾課長
代理
課長補佐　松永睦

鏡 裕 之 教育局教育政策課長 欠席
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令和６年度主要観光地における観光客入込状況について 

１ 調 査 期 間  令和６年４月 ～ 令和７年３月 

２ 対象観光地  ３５８箇所  

３ 観 光 者 数  ４，１２８万９千人（対令和５年度比 6.8％の増、対令和元年度 8.9％の減） 

   令和６年度は、７月 25日からの大雨により最上・庄内地域を中心に大きな影響を受け

たものの、ＪＲ東日本と連携した「山形県春の観光キャンペーン」や大雨被害からの復

興を図るための「冬こそやまがた 最上・庄内泊まって応援キャンペーン」等の展開に加

え、インバウンドの本県受入延人数が２年連続で過去最高となったことなどにより、前

年度と比較し、約 262万人（6.8％）の増加となった。 
 

（１）地域別観光者数 

① 令和５年度比                          （単位：千人） 

 令和６年度 令和５年度 対５年度増減 対５年度増減率（％） 

村山地域 21,095.0 18,330.6 2,764.4 15.1％ 

最上地域 2,000.6 2,042.8 △42.2 △2.1％ 

置賜地域 7,869.6 7,640.5 229.1 3.0％ 

庄内地域 10,324.5 10,650.1 △325.6 △3.1％ 

合  計 41,289.7 38,664.0 2,625.7 6.8％ 

 

② 令和元年度比                          （単位：千人） 

 令和６年度 令和元年度 対元年度増減 対元年度増減率（％） 

村山地域 21,095.0 20,605.1 489.9 2.4％ 

最上地域 2,000.6 2,523.8 △523.2 △20.7％ 

置賜地域 7,869.6 9,186.5 △1,316.9 △14.3％ 

庄内地域 10,324.5 12,996.3 △2,671.8 △20.6％ 

合  計 41,289.7 45,311.7 △4,022.0 △8.9％ 

 

（２）県内・県外別観光者数 

①令和５年度比                          （単位：千人） 

 令和６年度 令和５年度 対５年度増減 対５年度増減率（％） 

県内客 23,387.2 22,150.2 1,237.0 5.6％ 

県外客 17,902.5 16,513.8 1,388.7 8.4％ 

合 計 41,289.7 38,664.0 2,625.7 6.8％ 

 
③ 令和元年度比                          （単位：千人） 

 令和６年度 令和元年度 対元年度増減 対元年度増減率（％） 

県内客 23,387.2 25,601.2 △2,214.0 △8.6％ 

県外客 17,902.5 19,710.5 △1,808.0 △9.2％ 

合 計 41,289.7 45,311.7 △4,022.0 △8.9％ 

 

令和７年 11 月 25 日 

観光文化スポーツ部  

資料１－１ 
 



山形県観光者数調査

令和 6 年度

資料1 -2

令和7年10月

山形県観光文化スポーツ部

















































































 

 









【観光立県としての山形県のあるべき姿（基本目標）】
本県観光産業を巡る現状や課題を踏まえつつ、観光立県としての山形県のあるべき姿を基本目標として設定。

第３次おもてなし山形県観光計画の概要

➢ 国内外の旅行者の多様なニーズ・嗜好に応えるため、デー

タ分析に基づき、ＤＭＯなど地域が一体となって地域資源

の価値に光を当て、深掘りし、魅力ある観光コンテンツと

して開発することが必要。

➢ 国内需要が縮小する中においては、高付加価値旅行者層を

はじめとした旺盛なインバウンド需要を本県に広く取り込

む取組みが不可欠。

➢ 観光産業における深刻な人手不足に対応するため、観光Ｄ

Ｘの推進等を通した経営効率化や、将来の本県観光産業の

重要な担い手となる人材の育成が急務。

➢ 人口減少・少子高齢化が避けられない中、交流人口・関係

人口の拡大による地域活性化を実現するためには、すそ野

の広い観光産業が地域経済の牽引役としての取組みを推し

進めることが必要。

本県観光における課題

◼ 数値目標（観光消費額）は、新型コロナウイルスの影響により策定時を下回っている。

◼ 観光需要の回復等により、外国人受入数をはじめ多くの指標がコロナ禍から回復している一方で、全国と比較

すると回復速度は鈍い状況にある。

100.0%

63.1%
61.9%

72.5%
82.0%

100.0%

68.2% 66.4% 75.8%
86.0%

100.0%

55.7%
53.3%

75.6%

103.6%

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

山形県 東北 全国
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【施策展開の方向性】
◼ おもてなし山形県観光条例における基本的施策を踏まえつつ、観光消費額の単価上昇を伴った拡大と、観光産業の持続的発展を実現するため、本県が世界に誇る観

光資源を最大限に活用しながら、３つの「施策の柱」に基づいた観光振興施策を展開する。

◼ さらに、昨今の観光産業を巡る状況に対応するため、特に優先度が高く注力すべき３分野を「重点プロジェクト」として設定し、施策を強力に推進する。

◼ 数値目標については、観光消費額における「質的な変化」を確認するため、新たに「観光消費額単価」を設定する。

計画の概要（計画期間：令和７年度（2025年度）から令和11年度（2029年度）までの５年間）

【施策の柱２】
「人材×ＤＸ」による
観光産業の活性化

～Raising Ace of Yamagata～

【施策の柱３】
地域一体となった

すべての人にやさしい
観光地づくり

～Establishing Accessible tourism～

【施策の柱１】
「本物の価値」の

追求による稼ぐ力の向上

～Promoting high Added value～

観光資源
コンテンツ

情報発信
ＰＲ

環境
インフラ

受入態勢

【地域活性化・持続可能な観光地域づくり戦略】
（３つの「Ａ」による施策展開）

観光消費額の拡大・多様な交流・地域資源の継承を通した地域活性化による「持続可能な観光地域の確立」を目指す

Ⅰ.イン・アウトバウンドも含めた交流人口・関係人口の拡大と
 高付加価値化

Ⅱ.ＤＸの推進や観光産業を支える人材の育成
Ⅲ.すべての人々を受け入れるアクセシブルツーリズムの推進

重点プロジェクト

■観光消費額：２ ,６００億円（日本人２ ,３００億円、訪日外国人３００億円）
（直近値（R5）：約1, 7 7 2億円（日本人約1, 6 6 9億円、訪日外国人約1 0 2億円）、
コロナ禍前（R元）：約2, 2 36億円（日本人約2, 1 31億円、訪日外国人約1 0 5億円））

■【新規】観光消費額単価（県外客（宿泊））：３８，９００円/人回
（直近値（R5）：3 1,7 9 9円/人回、コロナ禍前（R元）：2 9, 5 8 8円/人回））

■【新規】観光消費額単価（訪日外国人（宿泊））：５８ ,７００円/人回
（直近値（R5）：3 8,9 3 3円/人回、コロナ禍前（R元）：2 8, 9 2 3円/人回）  ）

数値目標

資料２－１



【施策の柱１】
「本物の価値」の追求による稼ぐ力の向上

【施策の柱２】
「人材×ＤＸ」による
観光産業の活性化

【施策の柱３】
地域一体となった

すべての人にやさしい観光地づくり

Ａ
観
光
資
源
・

コ
ン
テ
ン
ツ

① 山形の強みを活かした高付加価値旅行者層に通じる滞在型観光コンテン
ツ・ツーリズムの造成

② 蔵王、銀山に続く新たな核となる観光地づくりの推進
③ 魅力ある観光土産品の開発促進と販売チャネルの充実
④ 潜在的可能性を持つ地域資源の観光コンテンツ化に対する理解促進
⑤ 異業種・学術機関等と連携した観光コンテンツの開発
⑥ 県域（国境）を越えた地域間連携・官民連携での広域周遊ルートの造成

① データ分析に基づいた観光コ
ンテンツの造成

② ＤＭＯを中心とした地域資源
活用コンテンツの造成

① 環境保全や地域文化継承など持続可能性
を考慮した観光コンテンツの開発

② 障がい者や高齢者も楽しめる観光コンテ
ンツの開発

③ 地産地消の推進
④ 観光需要の平準化の促進

Ｂ
情
報
発
信
・
Ｐ
Ｒ

① ターゲットの属性や嗜好に基づいた国内外への情報発信の強化
② インバウンド重点地域の設定・海外高付加価値旅行者層に精通する旅行

会社等とのコネクション形成と情報発信ツールの活用
【インバウンド重点地域】
戦略市場Ⅰ（台湾）、戦略市場Ⅱ（香港、ＡＳＥＡＮ（特にタイ、シンガポール））、
戦略市場Ⅲ（中国、韓国）、開発市場（欧州、米国、豪州）

③ 主要空港を基点としたプロモーション・都市圏向けプロモーションの強
化

④ ＪＲグループ等と連携した観光キャンペーンや各種大規模イベントに合
わせたプロモーションの展開

⑤ 羽田乗継・他県空港との連携による県内空港の利用促進、国際チャー
ター便、外航クルーズ船の誘致

⑥ 農林水産・商工等の異分野や関係機関・地域と連携した海外向けプロ
モーション・魅力発信の強化

⑦ アウトバウンドや教育旅行等を通した相互交流の拡大

① ＤＭＰ活用などデータ分析に
基づいた個別最適な情報発
信・プロモーション

② ＡＩ等デジタル技術の活用に
よるリアルタイムでの観光案
内の充実

③ 認知から予約・来訪までデジ
タルでシームレスに繋がる仕
組みの構築

④ ＸＲ等の先端技術を活用した
情報発信

⑤ 「地域に暮らす人」が見える
情報発信の充実

① デジタルデバイスやアプリケーションを
活用したバリアフリー・多言語対応

② レスポンシブルツーリズム（責任ある観
光）の普及・啓発

③ ＭＩＣＥの誘致推進

Ｃ
環
境
・

イ
ン
フ
ラ

① 高付加価値旅行者等の多様なニーズを満たす宿泊施設の改修・誘致
② 新たな旅行スタイルに対応した受入環境の整備
③ 道路交通網をはじめとする社会資本整備の促進
④ 高付加価値旅行者や交通弱者を視野に入れた二次交通の充実
⑤ 東北のハブ空港である仙台空港との連携強化・アクセス向上
⑥ 本県インバウンドの新たな玄関口となる新潟空港との連携強化

① 観光ＭａａＳの導入促進・ラ
イドシェアの導入等による移
動手段の確保

② 観光関連施設等におけるＷｉ-
Ｆｉ環境やキャッシュレス環
境の整備促進

① アクセシブルツーリズムの推進（年齢、
性別、障がいの有無、国籍等に関わらず
旅行を楽しめる環境づくり）

② 観光地における良好な景観の形成促進
③ 自然災害や感染症等に対応した、安全・
安心な旅行環境の整備

④ 多言語案内表記の整備充実
⑤ オーバーツーリズムへの対応

Ｄ
受
入
態
勢

① 高付加価値旅行者に対応したノウハウの習得
② 観光事業者の高付加価値化に向けた取組みの支援
③ 高付加価値な観光地域づくりの根幹となるプロフェッショナルガイドの

発掘・育成

① 将来の本県観光を牽引する観
光人材の確保・育成

② ＤＸ推進による広域連携と観
光デジタル人材の育成

③ 「勘」や「経験」から脱却し
た、観光産業におけるデータ
ドリブン経営の展開

④ 統計情報やデジタルデータの
シェアリングとオープン化

⑤ デジタルを活用し人手不足に
対応した業務効率化・生産性
向上

⑥ 即戦力となる外国人材の活用
と受入環境の整備

① 観光事業者やＤＭＯ、地域観光協会にお
ける持続可能な経営体制の確立

② 観光産業における働き方改革の推進
（「働く場」としての観光産業の魅力向
上）

③ 後世に伝えるべき地域資源の保全・活用
④ 歴史・文化、自然など郷土の魅力を学び
発信する機会の充実

⑤ 戦略的・持続的な観光地経営に向けた関
係組織の整理・統合

⑥ 共生・共創の精神によるホスピタリティ
の向上

【山形県が世界に誇る地域資源を活用したツーリズム（主なもの）】
✓ 精神文化ツーリズム：出羽三山や山寺、本山慈恩寺、即身仏、草木塔、やまがた出羽百観音に代表
される歴史や精神文化

✓ アドベンチャーツーリズム：四季折々に表情を変える豊かな自然を活用したアクティビティ
✓ ガストロノミーツーリズム：自然の恵みを受けて大切に育まれてきた高品質な美食・美酒
✓ フルーツ・ツーリズム：さくらんぼに代表される県産フルーツ
✓ スノーツーリズム：雪国としての暮らしが育んだ文化、観光資源としての魅力を持った「雪」
✓ 山岳ツーリズム：日本百名山の鳥海山や蔵王山に代表される山岳
✓ 温泉ツーリズム：全市町村から湧き出る豊かな温泉
✓ 星空ツーリズム：全国有数のきれいな空気が映し出す満天の夜景
✓ スポーツツーリズム：県内におけるプロスポーツや、スキーやサイクリングなどアクティビティと
してのスポーツ

✓ カルチャーツーリズム：山形県総合文化芸術館や山形交響楽団、山形美術館等が生み出す芸術文化
✓ 産業ツーリズム：伝統に裏打ちされた技術力と堅実な県民性が育んだ高品質なモノづくり
✓ インフラツーリズム：月山ダムや酒田港など、スケールや景観を楽しむ観光資源としてのインフラ
✓ アグリツーリズム：農業体験や農家民宿、農家レストランに代表される田舎暮らし

第３次おもてなし山形県観光計画 施策体系

＜重点プロジェクトⅠ＞
イン・アウトバウンドも含めた交流人口・関係人口の

拡大と高付加価値化

＜重点プロジェクトⅡ＞
ＤＸの推進や観光産業を

支える人材の育成

＜重点プロジェクトⅢ＞
すべての人々を受け入れる

アクセシブルツーリズムの推進

◆ 太字箇所は、重点プロジェクトを指す



第３次おもてなし山形県観光計画 重点プロジェクトの概要

【施策の柱１】
「本物の価値」の追求による

稼ぐ力の向上
～Promoting high Added value～

山形の強みを活かした高付加価値旅行者層に通じる滞在型観光コンテンツ・ツーリズムの造成【視点Ａ】

• 精神文化や豊かな自然、温泉、県産農産物、美食・美酒など、本県が世界に誇る多様な観光資源について、「世界

中で山形でしか味わえない本物の体験」にアップデートした、何度も訪れてもらえる観光コンテンツとして県内各

地で造成する取組みを促進します。

• 長期滞在（宿泊・滞在型観光）に繋げるため、主要な観光スポットを起点に、それぞれの観光資源を魅力的なス

トーリーで、「点」から「線」・「面」へ繋ぐ周遊ルートの開発を促進します。

• 令和６年９月、観光庁が行う「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり」事業のモデル観光地として、

本県全域が選定されました。高付加価値旅行者から本県に訪れていただくため、必要なウリ（高付加価値旅行者の

ニーズを満たす滞在価値）、ヤド（上質かつ地域のストーリーを感じられる宿泊施設）、ヒト（地方への送客、ガ

イド、ホスピタリティ）、コネ（海外高付加価値層とのネットワーク、情報発信）＋アシ（利便性・快適性の高い

移動手段）の5つの観点で策定する「マスタープラン」に基づき、付加価値の高い観光地域づくりや観光人材の育成

等を進めていきます。

アウトバウンドや教育旅行等を通した相互交流の拡大【視点Ｂ】

• 本県におけるインバウンドの拡大を進めるためには、本県からも積極的に海外へ赴き、相互に交流を深めることが

重要であり、また県内の観光人材育成の観点からも有用です。県民のアウトバウンドに対するマインドの醸成を図

るとともに、パスポート取得促進等により、アウトバウンドの拡大を図ります。

• 将来、国内外の若者から本県が旅行先として選ばれるよう、農林や商工など他部門と連携しながら、本県ならでは

の体験型のプログラムの学習・開発・提供等を通して教育旅行の誘致強化を図るとともに、本県を訪れるリピー

ターを増やすことによって関係人口の拡大に繋げていきます。

東北のハブ空港である仙台空港との連携強化・アクセス向上【視点Ｃ】

• 東北エリアにおけるインバウンドの玄関口として中心的な役割を担っている仙台空港との連携強化を図るとともに、

仙台空港を利用したインバウンド向け周遊プランの造成や高速バス直行便の運行等を通して、外国人旅行者に対す

る本県の認知度アップや仙台空港からのアクセス向上などを図ります。

高付加価値な観光地域づくりの根幹となるプロフェッショナルガイドの発掘・育成【視点Ｄ】

• 県内の観光資源に関する幅広く深い知識を持ち、旅行の各行程において旅行者のニーズに応じたきめ細やかな説

明・案内サービスを提供できるプロフェッショナルガイドの発掘・育成や、各地で活動するボランティアガイドを

含めた、ガイド間における交流・情報共有等を推進します。

国内需要が縮小し、人数ベースでの大

幅な回復・拡大が困難となる中、本県

が誇る多様な観光資源を、旅行者の

ニーズを満たす「本物の価値」を持っ

た観光コンテンツや旅行商品として造

成・販売するほか、海外の高付加価値

旅行者層などに確実に届けるためのプ

ロモーションの展開や、質の高い受入

環境の整備等、稼ぐ力を向上するため

の取組みを進めていきます。

＜重点プロジェクトⅠ＞
イン・アウトバウンドも

含めた交流人口・関係人口の
拡大と高付加価値化

インバウンド重点地域の設定・海外高付加価値旅行者層に精通する旅行会社等とのコネクション形成と情報発信ツー

ルの活用【視点Ｂ】

• これまで重点地域として取り組んできた台湾、中国、韓国からの誘客を引き続き推進するとともに、所得水準が高

く、訪日リピーターの多い、香港、ＡＳＥＡＮ（特にシンガポール）からの積極的な誘客を図ります。

• 欧州、米国、豪州の各市場については、精神文化体験、伝統や食文化、スノーリゾートとしての魅力への関心が高

く、本県への旅行者数も増加傾向にあり、近年は本物の日本らしさへの興味・関心が高まっていることからも、引

き続き重点地域としてさらなる誘客促進と旅行消費額の向上に向けて取り組んでいきます。

蔵王、銀山に続く新たな核となる観光地づくりの推進【視点Ａ】

• 蔵王や銀山温泉など本県でも観光客が過度に集中している観光地がある中、その効果を県内全域へ波及させるとと

もに、観光客の分散・周遊の促進を図るためには、こうした観光地に続く本県にとって新たな核となる観光地が必

要です。先行する観光地の成功要因を分析・理解しながら、新たな核となる観光地づくりを集中的に推進します。

精神文化ツーリズム
（出羽三山 山伏修行体験）

アドベンチャーツーリズム
（白川湖の水没林での

カヌーツアー）

山岳ツーリズム
（鳥海山トレッキング体験）

ヒストリーツーリズム
（黒川能「水焔の能」）

スノーツーリズム
（月山志津温泉
「雪旅籠の灯り」）

フルーツ・ツーリズム
（さくらんぼ狩り体験）



ＤＭＯを中心とした地域資源活用コンテンツの造成【視点Ａ】

• 地域に眠る価値ある資源を掘り起こし、他にはない魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる好循環を続けるため、

（公社）山形県観光物産協会をはじめ県内各地のＤＭＯを中心とした地域資源を活用した観光コンテンツづくりや

広報宣伝に係る取組みを促進し、県内各地域の魅力アップと更なる地域活性化を図ります。

ＤＭＰ活用などデータ分析に基づいた個別最適な情報発信・プロモーション【視点Ｂ】

• 県公式観光ポータルサイトや各種ＳＮＳ、東北観光ＤＭＰ等で得られたデータを基に旅行者の動向分析を行うとと

もに、旅行者個々人の嗜好に沿った観光情報をプッシュ型で発信するなど、情報発信・プロモーションの個別最適

化を進めます。

ＤＸ推進による広域連携と観光デジタル人材の育成【視点Ｄ】

• 混雑しているエリアにいる旅行者に対して、近隣エリアのおすすめ観光スポット情報や宿泊施設の空き状況、交通

アクセス等をタイムリーに発信し、実際の予約や交通手段の確保まで一元的に誘導するなど、ＤＸ推進による広域

連携を進め、旅行者の県内長期滞在・周遊促進に繋げていきます。

• 各種セミナーの開催や専門家による伴走支援等を通して、観光デジタル人材の育成を進めていきます。

デジタルを活用し人手不足に対応した業務効率化・生産性向上【視点Ｄ】

• 自動・非接触のチェックイン・チェックアウトシステムによる人員配置の効率化や、ＰＭＳによる在庫管理の最適

化、ビジネスチャットによる従業員のコミュニケーションの円滑化等、人手不足が深刻化する中におけるデジタル

を活用した業務効率化・生産性向上に向けた取組みを促進します。

【施策の柱２】
「人材×ＤＸ」による
観光産業の活性化

～Raising Ace of Yamagata～

観光のあらゆる側面でのデジタルシフ

トを進めるとともに、旅行者の利便性

向上や観光事業者の経営力強化を図る

ため、使い手となる「人材」のデジタ

ルリテラシーの向上も含め取組みを強

化していきます。加えて、「人」によ

る温度感のあるおもてなしなど、「リ

アル」と「デジタル」双方の利点を活

かしながら、観光産業全体としての活

性化を進めていきます。

＜重点プロジェクトⅡ＞
ＤＸの推進や観光産業を

支える人材の育成

第３次おもてなし山形県観光計画 重点プロジェクトの概要

障がい者や高齢者も楽しめる観光コンテンツの開発【視点Ａ】

• 観光関係事業者におけるバリアフリーに関する知識や理解を深めるための機会を充実するとともに、バリアフリー

化の進んだ観光施設や宿泊施設、観光地や温泉地などにおける観光介助や入浴介助、目や耳の不自由な方に対応し

た案内サービスなど、「障がい者や高齢者も楽しめる」ための視点を持った観光コンテンツの開発を進めていきま

す。

デジタルデバイスやアプリケーションを活用したバリアフリー・多言語対応【視点Ｂ】

• 県内の各観光施設と連携し、スマートフォンなどのデジタルデバイスを活用したインバウンド対応のための多言語

対応や、視覚や聴覚に障がいのある方に向けたガイドをスマートフォン上で行うなどのバリアフリー対応等の導入

に向けた取組みを進めます。

アクセシブルツーリズムの推進

（年齢、性別、障がいの有無、国籍等に関わらず旅行を楽しめる環境づくり）【視点Ｃ】

• 「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の活用促進や、観光施設等におけるバリアフリー情報の充実、本

県独自の「入浴着着用マーク」の掲出促進、観光関連施設におけるバリアフリー化に向けた改修への支援、リフト

付きバス等の導入促進等を通し、誰もが旅行を楽しめるアクセシブルツーリズムの推進に取り組みます。

共生・共創の精神によるホスピタリティの向上【視点Ｄ】

• 持続可能な観光の実現に向け、県はもとより、市町村や事業者、関係団体、県民など、すべての主体が一体となっ

て本県の魅力を発信するとともに、来県者に対して笑顔で接する意識の醸成を図るなど、共生・共創の精神による

ホスピタリティの向上に取り組みます。

【施策の柱３】
地域一体となった

すべての人にやさしい観光地づくり
～Establishing Accessible 

tourism～

個人旅行化の進展に伴う、旅行者個々

人が持つ背景や価値観の多様化が進む

中、本県が世界から選ばれる観光地へ

と成長するため、国内外の旅行者にお

ける多様性を認め、すべての人々が安

全で快適な旅行を楽しむことができる

やさしい観光地づくりを、ハード・ソ

フトの両面から地域一体となって進め

ていきます。

＜重点プロジェクトⅢ＞
すべての人々を受け入れる

アクセシブルツーリズムの推進
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今年度の主な取組みについて

1

資料３-１



１．山形の強みを生かした滞在型観光や高付加価値な旅行の推進

２．全ての人にやさしい観光地づくり・DXの推進による観光産業の活性化

３．ターゲットの嗜好に基づく戦略的なプロモーションの推進

４．インバウンド・アウトバウンドの促進による海外との相互交流の促進

■取組みのポイント

2



１．山形の強みを生かした滞在型観光や高付加価値な旅行の推進

（１）『さくらんぼ県やまがた』観光誘客の促進

令和７年度の「やまがたフルーツ150周年」を契機として、インフルエンサーを活用した

さくらんぼ狩りを含む観光情報の配信や、ラッピングバスの運行など、

さくらんぼを活用した観光誘客の取組みを行い、県内観光地への誘客拡大を図る。

○ 「さくらんぼ県やまがた」観光魅力発信事業
インフルエンサーを活用して、さくらんぼ狩り等と観光地やものづくり、精神

 文化、朝パフェなどを組み合わせたお薦め観光モデルコースを動画で配信

○ 「さくらんぼ県やまがた」ラッピングバスの運行
高速バスや空港発着連絡バスに「さくらんぼ」をラッピングしてＰＲ

運行期間：5/1～7/31

○ 観光果樹園と連携した教育旅行の受入れ
「さくらんぼ」を活用した探究学習プログラムの開発及び

教育旅行モニターツアーの受入れ
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１．山形の強みを生かした滞在型観光や高付加価値な旅行の推進

（２）持続可能な山岳ツーリズムの強化

地球温暖化等の影響を踏まえた蔵王の新たな樹氷鑑賞地のPRや、冬だけではない四季を通じた山
岳リゾートとしての蔵王エリアの魅力発信を図る。

○ 四季を通じた山岳リゾートとしての蔵王エリアの魅力発信動画の制作
蔵王坊平側の樹氷や氷瀑、蔵王温泉側での霧氷等といった

蔵王温泉側の樹氷以外の冬季コンテンツや、冬期以外の季節に

おける蔵王エリアの魅力を発信する動画を制作。

○ 海外プロモーションの展開
台湾及びタイのインバウンド（個人旅行者）をターゲットとして、

冬季の局所的なインバウンド需要を、同時期の蔵王エリアにおける

他地域や樹氷以外の蔵王エリア内のコンテンツあるいは

冬期以外の季節へ分散・平準化させつつ観光誘客を図るための

プロモーションを展開。
4



（３）やまがた出羽百観音プロジェクト

やまがた出羽百観音とは
・観音様は詣で祈る人の願いに寄り添い、三十三の姿となってこれを救うとされていることから、三十三か所の観音堂をお参りし二世安楽を願う巡礼が行われた。
・県内の最上、庄内、置賜の三つの三十三観音を総称して「出羽百観音」と呼んでいる。

目的
本県が誇る精神文化の一つとしてのブランドを確立し、次世代に受け継ぐとともに、観光誘客に資する
地域資源として活用することにより観光交流人口の拡大を図る。

これまでの分析から見えた課題

１ 団体巡礼の減少と巡礼者の高齢化

２ 価値観の多様化への対応

３ 三十三観音の理解度、知名度の低さ

４ 受入態勢の維持

５ 三十三観音の連携構築

プロジェクト推進方針
◆「やまがた出羽百観音」の「百」が持つ
特別感や巡る楽しみを創出

◆身近で体験できる精神文化として
次世代へ継承することを目指す

事業展開方向

１ 巡礼文化の振興と地域資源としての活用促進・ブランドの確立

２ 多様なニーズに対応した魅力ある誘客企画の実施

３ 全国的な知名度向上のための情報発信の強化

４ 持続可能な取組みに向けた人材育成と受入態勢の整備

１．山形の強みを生かした滞在型観光や高付加価値な旅行の推進
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２．全ての人にやさしい観光地づくり・DXの推進による観光産業の活性化

（１）アクセシブルツーリズム※の推進

○アクセシブルツーリズム受入機運醸成・受入態勢整備
・県内観光施設におけるアクセシブルツーリズム対応の充実強化を図るための

 研修会の開催や、県内観光施設のアクセシブルツーリズム対応状況の発信

・宿泊・立寄施設等が行う、多機能トイレへの改修、段差解消、

 表示の多言語化等への支援

※ 英語の「ACCESSIBILITY（利用しやすい）」に由来し、移動等の困難さに直面する人々のニーズに応えながら、
誰もが旅を楽しめることを目指す取り組みのこと。主に国内だけで用いられる類語の「ユニバーサルツーリズム」ではなく、
海外（特に欧米）で通用している「アクセシブルツーリズム」を標榜するもの。

○二次交通などの環境改善・向上
・銀山温泉と県内観光地を結ぶ広域連携に向けた調査・検討、

 二次交通モデル事業の実施

・東北のハブ空港である仙台空港から本県へのスムーズな移動を可能とする

 アクセスの充実や交通手段の情報発信

【主なバリアフリーマーク】
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○ 各取組みに対する助成
助成対象者：山形県内の観光事業者（宿泊事業者、観光立寄施設、観光協会 等）

助成対象  ：①DXの推進に向けた取組み、②高付加価値化に向けた取組み、

③アクセシブルツーリズムの推進に向けた取組み

※観光協会・DMO・DMCが実施する場合、他の事業者と連携したものに限る。

助成率・助成上限額：

区分 助成率
助成上限額

（１事業者当たり）

(1) DXの推進に向けた取組みに要する経費 2/3 100万円（150万円 ※）

(2) 高付加価値化に向けた取組みに要する経費 1/2 100万円（150万円 ※）

(3) アクセシブルツーリズム推進の取組みに要する経費 1/2 100万円

※他事業者と連携した取組（面的整備）または、経営力強化等に資する取組で一定の基準を満たす場合、
助成上限額を150万円に引上げ。ただし、１事業者あたりの助成上限額は、(1)と(2)を合わせて250万円まで。

【スケジュール】

・申請書提出〆切：令和７年4月30日（６月上旬頃に交付決定）

・事業実施期間  ：交付決定の日から令和８年１月30日まで

【問合せ先】（公社）山形県観光物産協会

２．全ての人にやさしい観光地づくり・DXの推進による観光産業の活性化

（２）観光DX推進や高付加価値化等の取組みに対する支援
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○ 観光業専門アドバイザーの派遣等による伴走支援

派遣対象者：山形県内の観光事業者（宿泊施設、観光立寄施設、観光協会 等）

派遣対象  ：①DXの推進に向けた取組み、②高付加価値化に向けた取組み、

③経営改善等に向けた取組み

【１回あたりの支援額（税込）】 原則、最大５回まで利用可能※

支援時間３時間以上：40,000円、３時間未満：30,000円、２時間未満：20,000円

（上記とは別に、旅費（実費相当分）についても支援）

※令和５年度及び令和６年度に利用した事業者は、令和５年度から通算して７回まで利用可能

【スケジュール】

・相談受付：令和７年５月12日～令和７年12月26日

・アドバイザー派遣：令和７年５月19日～令和８年１月30日

【問合せ先】（公社）山形県観光物産協会

２．全ての人にやさしい観光地づくり・DXの推進による観光産業の活性化
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本県が世界に誇る食文化の一つである「ラーメン・そば」等、本県ならではの地域資源を活用し、
国内外からの観光誘客やDXによる観光消費額の拡大等を図る取組みを推進。

○ 「『ラーメン県そば王国』フェスタ」の開催
県内の特色あるラーメン・そばが一堂に会するイベントを開催

○ 「ラーメン県そば王国やまがた」ロゴマークやLINEの活用
令和６年度に公募により作成したロゴマークや、LINE公式アカウント「ラーメン県そば王国やまがたサポーターズクラブ」を活用し、

県内のラーメン・そばに関する情報や「ラーメン県そば王国」を国内外に広く発信

○ スポーツ等をテーマとした、データ活用による県内周遊の促進

プロスポーツ観戦者の行動・嗜好に関するデータ収集・分析、それらを基にした消費拡大や周遊促進の実証展開

３．ターゲットの嗜好に基づく戦略的なプロモーションの推進

（１）本県ならではの地域資源×観光DXによる観光誘客・消費拡大の推進

東京都と連携し、山形県と東京都の観光資源を生かした周遊施策や効果的な情報発信により、
両地域相互での「インバウンドを含む多様な旅行者」の誘致促進や地域経済の活性化を推進。

（２）東京都と連携した観光誘客・プロモーションの展開

○ 東京と山形の歴史・文化のストーリーに焦点を当てたデジタルスタンプラリーの実施

○ 県内観光事業者向けセミナーの開催
外国人旅行者の受入れ経験が豊富な都内事業者が講師となり、外国人のもてなし方等のノウハウを提供

○ 各種媒体でのプロモーションの展開
機内誌や女性誌等での記事掲載や、国内外の個人旅行者をターゲットとしたSNSによる情報発信、webメディアへの広告
出稿等のプロモーションを実施
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（３）山形県観光情報番組 「ワクワク！やまが旅」
地元案内人による案内のもと、山形県住みます芸人 「ソラシド」 のお二人が山形県内の

観光スポットを巡り、精神文化、美食・美酒、温泉、自然などとともに、県民の日常の暮らしや

風土といった山形の魅力を “深” 発見する番組です。
時期：2月上旬～4月上旬※
会場：米沢市、上山市、長井市、南陽市、川西町、白鷹町

テレ玉公式YouTubeチャンネル YBC山形放送公式YouTubeチャンネル

で過去の放送回を配信中！ぜひご覧ください。

ワクワク！やまが旅 検索

▼番組公式X 

ワクワク！やまが旅 ＠yamagatabi2022

３．ターゲットの嗜好に基づく戦略的なプロモーションの推進
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放送局 放送曜日 放送時間

テレ玉
（テレビ埼玉）

毎週日曜 8:00～8:15

毎週金曜
（再放送）

13:00～13:15

YBC（山形放送） 毎週土曜 9:25～9:40

BSよしもと 翌週土曜 8:30～8:45



（４）大阪・関西万博における東北共同プロモーション

３．ターゲットの嗜好に基づく戦略的なプロモーションの推進

大阪・関西万博において、仙台市等が行う「東北絆まつりパレード」の出展と連携し、

（一社）東北観光推進機構及び東北６県の共同により、東北の観光や食・伝統文化等の

魅力を発信し、国内外からの来場者に対する「東北」の認知度向上及び本県をはじめとする

「東北」への誘客促進を図る。

【出展概要】

・出展期間：令和７年６月13日（金）～15日（日）＜３日間＞

・出展主体：（一社）東北観光推進機構、東北６県

・出展会場：大阪・関西万博会場内 ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」

・出展内容：VR映像やステージアトラクション等による、観光をはじめとする東北の魅力発信 等
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（１）高付加価値旅行者の誘客

■ 訪日旅行における消費単価が高い高付加価値旅行者

（着地消費額100万円以上の訪日外国人旅行者）の

地方への誘客を促進

■ 集中的に施策を講じるモデル観光地を14地域選定

■ ウリ（高付加価値層のニーズを満たす滞在価値）

 ヤド（上質かつ地域のストーリーを感じる宿泊施設）

 ヒト（ガイド、ホスピタリティ）

 コネ（高付加価値層とのネットワーク）

 アシ（利便性、快適性の高い移動手段）

の５つの観点により観光地づくり

○ 山形エリア 「雄大な自然と山岳信仰に由来する固有の精神文化」が

観光庁のモデル観光地に選定

４．インバウンド・アウトバウンドの促進による海外との相互交流の促進
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○ 県外空港から入国する外国人旅行者の誘客促進に向けた取組み

（２）首都圏や隣県空港からの誘客促進

■仙台空港からの個人旅行者をターゲットとした海外現地プロモーションの展開

■東北観光推進機構や隣県と連携した現地旅行博開催やメディア・インフルエンサー、

旅行会社招請 等

４．インバウンド・アウトバウンドの促進による海外との相互交流の促進

【出典】
東北観光推進機構（東北観光DMP）

○山形県に来県した外国人旅行者の入国空港の割合(2024年）
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○ 県内空港国際チャーター便の誘致に向けた取組み
・県内空港に発着する国際チャーター便を運航する航空会社に対する着陸料等の支援

・県内空港の国際チャーター便を活用した県内宿泊等を伴う旅行商品造成・販売を行う

旅行会社に対する助成

・現地航空会社・旅行会社へのPR活動やセミナーの開催、現地広告等のプロモーションの展開

・関係者が一体となった誘致活動

○ 外航クルーズ船の誘致拡大に向けた取組み
・官民一体となった船会社幹部やランドオペレーターの

招請など外航クルーズ船の誘致活動

・県内消費拡大を伴う受入態勢の構築

（３）県内空港国際便、外航クルーズ船の受入態勢整備

４．インバウンド・アウトバウンドの促進による海外との相互交流の促進

（４）アウトバウンドの促進

・県民の海外渡航需要を喚起するためのパスポート取得費用の一部を支援

・相互交流の拡大を目的として渡航費用等の一部を支援

・国際チャーター便を活用した県民のアウトバウンドの促進

0

2

4

6

8

10

酒田港寄港回数

寄港なし
（コロナ禍）
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Ａ観光資源・コンテンツ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1 企画調整課 新博物館検討事業費 24,968 ・県立博物館の移転整備に係る基本構想検討の推進

2
観光交流拡大
課

「さくらんぼ県やま
がた」観光誘客促進
事業費

7,100
・令和７年度の「やまがたフルーツ150周年」を契
機とした本県さくらんぼのブランド力を活かした観
光誘客事業の展開

3
観光交流拡大
課

精神文化ツーリズム
推進事業費

3,313
・本県の強みである「やまがた出羽百観音」等の精
神文化のブランド化に向けたモデル的なコンテンツ
造成の支援

4
観光交流拡大
課

地域広域観光推進事
業費

12,432
・総合支庁における地域の広域観光協議会と連携し
た観光誘客や観光資源の磨き上げ

5
イン・アウト
バウンド推進
課

高付加価値な観光地
づくり推進事業費

19,148
の一部

・観光消費額の高い訪日外国人旅行者をターゲット
にした付加価値の高い観光地づくりの推進

6
園芸大国推進
課

さくらんぼを核とし
た県産フルーツ情報
発信事業費

99,254
の一部

・令和７年度の「やまがたフルーツ150周年」を契
機とした、県産フルーツの認知度向上や関係人口・
交流人口の拡大に向けた取組みの展開

7
農産物販路開
拓・輸出推進
課

農林漁家民宿・レス
トラン人材育成支援
事業費

500

・農林水産業の6次産業化と農と食による観光交流
拡大を図るため、農山漁村において交流拠点となる
農林漁家民宿・レストラン開業を担う人材を育成す
る

8
最上総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業費【再掲】

12,432の
一部

・「最上地域観光協議会」による観光誘客施策の展
開（情報発信、観光売込み、受入企画の実施、受入
態勢の整備）
・宮城県大崎地域・秋田県雄勝地域と三圏連携した
広域的な観光誘客事業の実施

9
村山総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業費（周遊観光推進
事業）

12,432
の一部

・村山地域の旬のフルーツ、ワイナリー・酒蔵等の
多彩な観光資源について、若者によるＳＮＳ等を活
用した魅力発信

10
最上総合支庁
観光振興室

高付加価値な観光地
づくり推進事業費
【再掲】

19,149
の一部

・「最上地域観光協議会」による観光消費額の高い
訪日外国人旅行者をターゲットにした招聘事業の実
施

11
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

300 ・近隣県等との連携強化

【第３次おもてなし山形県観光計画】令和７年度 主な関係施策の概要

【施策の柱１】
「本物の価値」の追求による稼ぐ力の向上

＜重点プロジェクトⅠ＞
イン・アウトバウンドも含めた交流人口・関係人口の拡大と高付加価値化

資料３－２
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12
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

205 ・伊達な置賜四十八館観光活用推進事業

13
置賜総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（置賜）

1,000
・行政、観光協会、観光事業者等が一体となった置
賜地域の広域観光の推進

14
置賜総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（置賜）

900 ・新たな広域観光プロモーション事業の展開

15
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（秋田広域連携推進
事業）

1,266
・秋田県由利地域振興局との広域連携による環鳥海
地域の誘客促進事業、地域情報発信交流の促進

16
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（広域観光推進）

900
・庄内観光コンベンション協会による各種観光誘客
事業等の効果的な展開

17
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（広域観光推進事
業）

150
・鳥海国定公園観光開発協議会による観光誘客や点
検登山、情報発信など登山の安全対策の推進

18
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（地域コミュニティ
活性化推進事業）

150
・出羽の古道六十里街道の整備保存とともに、観光
誘客及び活力ある地域づくりを推進

19
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（魅力ある観光圏形
成推進事業）

400
・新潟県北地域との広域連携による日本海羽越エリ
アへの観光促進事業、受入態勢の整備と羽越本線の
活性化を促進

Ｂ情報発信・ＰＲ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
多文化共生・
国際交流推進
課

国際交流推進事業費 2,725
・山形県と姉妹友好県州締結の海外自治体との交流
を実施

2
多文化共生・
国際交流推進
課

留学生受入拡大推進
事業費

1,671
・やまがた留学アンバサダーや「やまがた留学ポー
タルサイト」を活用し、本県や留学生活の魅力を国
内外へ情報発信

3
総合交通政策
課

航空ネットワーク拡
充事業費

55,045
の一部

・羽田空港での利用促進プロモーションイベントの
実施
・イベント、展示会出展等による利用促進プロモー
ションの実施
・デジタルサイネージによる空港内での映像コンテ
ンツの配信やデジタルマップによる地域の観光、食
の魅力の発信
・航空乗継利用促進協議会等と連携した乗継利用促
進による国内観光誘客の促進

4 みどり自然課
山形の山魅力満点
（マウンテン）プロ
ジェクト事業費

34,030

・オオシラビソ林の再生活動拡大に向けた計画づく
り
・デジタル技術活用等による「やまがた百名山」の
認知度向上と利用拡大
・登山者と山岳関係団体との環境保全活動（体験ツ
アー）を通じた交流による関係人口の拡大

2



5
県産品・貿易
振興課

中国ハルビン事務所
運営・活動事業費

21,267
・友好県省である黒龍江省への県産品輸出や観光誘
客等の経済交流や文化交流等を重点的に促進するた
めの現地活動拠点の運営

6
県産品・貿易
振興課

県産品輸出戦略事業
費

26,134
・台湾、中国、香港、韓国、ＡＳＥＡＮなどへの県
産品輸出を促進するための商談会、販売プロモー
ション、バイヤー招へい等の実施

7
県産品・貿易
振興課

県産日本酒輸出促進
事業費

26,394
・県産日本酒を中心とした県産品の販路開拓・拡大
に向けた海外プロモーションの実施

8
観光交流拡大
課

持続可能な山岳ツー
リズム強化事業費

7,061
・温暖化等の影響を踏まえた蔵王の新たな樹氷観賞
地のＰＲや、冬だけではない四季を通じた山岳リ
ゾートとしての蔵王エリアの魅力発信

9
観光交流拡大
課

やまがた的グリー
ン・ツーリズム推進
事業費

10,429
・農泊や農家レストラン、自然・文化体験等のグ
リーン・ツーリズム情報の発信、受入態勢の整備等

10
観光交流拡大
課

教育旅行推進事業費 18,073
・旅行会社の招請や貸切バス利用への助成、受入態
勢の整備等による教育旅行の誘致活動の推進

11
観光交流拡大
課

デジタル活用観光誘
客事業費

36,707
・「ラーメン県そば王国」に代表される食などの本
県ならではの地域資源を活用し、ＤＸにより観光消
費額や観光客数の拡大を図る取組みの推進

12
観光交流拡大
課

観光誘客総合推進事
業費

176,798

・大阪・関西万博における東北６県共同プロモー
ションの実施【新規】
・東京都と連携した観光誘客事業の展開や多様な媒
体を活用した情報発信による観光ＰＲ等

13
観光交流拡大
課

観光情報番組放映事
業費

31,168
・首都圏等からの観光誘客拡大を図るための観光情
報番組の制作及び放映

14
観光交流拡大
課

観光キャンペーン推
進事業費

29,160
・「やまがたフルーツ150周年」を契機とした周遊
企画や観光プロモーションの実施など、官民一体と
なった誘客拡大に向けた取組みの推進

15
イン・アウト
バウンド推進
課

高付加価値な観光地
づくり推進事業費
【再掲】

19,148
の一部

・東北観光推進機構や東北６県等と連携した欧米へ
のプロモーションの実施【新規】

16
イン・アウト
バウンド推進
課

インバウンド拡大に
向けた誘客促進事業
費

156,828

・仙台空港からの個人旅行客をターゲットにした海
外現地プロモーションの実施【新規】
・県内空港への国際チャーター便の誘致や本県を周
遊・宿泊する旅行商品の造成支援
・アウトバウンド促進に向けたパスポート取得支援
等

17
イン・アウト
バウンド推進
課

重点市場における現
地情報発信強化事業
費

44,824

・海外現地観光コーディネーターによる現地情報の
収集や本県観光情報の発信などによる重点市場（台
湾、中国、香港、韓国、ASEAN、欧米豪）等からの
誘客促進

18
イン・アウト
バウンド推進
課

地域間交流・海外教
育旅行推進事業費

2,580

・海外との相互交流の拡大に向けて県内団体が行う
国際交流活動への支援
・海外教育旅行の誘致に向けたプロモーションの展
開

19
県民文化芸術
振興課

日本遺産魅力発信推
進事業費

2,100
・日本遺産「出羽三山『生まれかわりの旅』」及び
「山寺と紅花」の総合的な活用・情報発信

3



20
スポーツ振
興課

スポーツ振興・地域
活性化推進事業費

7,826
・山形県スポーツコミッションと連携し、スポーツ
合宿等の県内への誘致促進やスポーツイベント開催
を支援

21
園芸大国推進
課

さくらんぼを核とし
た県産フルーツ情報
発信事業費【再掲】

99,254
の一部

・令和７年度の「やまがたフルーツ150周年」を契
機とした、県産フルーツの魅力発信や各種関連イベ
ント・企画等の情報発信

22
村山総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業費（「山寺と紅
花」観光誘客推進事
業）

12,432
の一部

・日本遺産「山寺と紅花」の歴史や紅花文化の情報
発信、紅花関連観光スポットを巡るバスツアーの造
成支援

23
村山総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業費（農観連携推進
事業）

12,432
の一部

・季節ごとの旬の農作物の収穫体験を含む周遊企画
や、やまがたフルーツ150周年・さくらんぼ観光等
のＰＲの実施

24
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部)

53 ・旅行エージェントへのセールス活動の実施

25
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部)

215 ・アクティビティ等ATコンテンツ集約化事業

26
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部)

130 ・ランドオペレーター等へのプロモーション活動

27
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部)

33 ・外国人ツアー客のおもてなし

28
置賜総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業
（置賜）

200 ・置賜さくら回廊の実施支援

29
置賜総合支庁
地域産業経済
課

置賜農産物利用拡大
推進事業

436
・地域資源を活用した土産品・加工食品の開発支
援、食と農の情報発信

30
置賜総合支庁
西置賜総務課
連携支援室

総合支庁地域政策推
進費

124 ・西置賜地域資源PRパンフレットによる情報発信

31
庄内総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（豊かな海づくり機
運醸成事業）

560
・夏季の海水浴場情報の発信、海の事故防止啓発活
動の実施及び豊かな海づくり活動の支援

Ｃ環境・インフラ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
総合交通政策
課

航空ネットワーク拡
充事業費

55,045
の一部

・庄内空港ビルの機能強化に向けた事業
・山形空港－庄内空港間や隣県空港（仙台空港・秋
田空港・大館能代空港）等との相互利用、空港の片
道利用による周遊観光を促進するためのレンタカー
の相互乗捨てに対する支援
・空港からの二次交通利用促進のための支援

2
総合交通政策
課

フル規格新幹線整備
推進事業費

6,580
・米沢トンネル（仮称）整備の早期事業化及び奥
羽・羽越規格新幹線の早期実現に向けて、機運醸成
や政府等への要望活動の取組みを推進

4



3
総合交通政策
課

山形新幹線新トンネ
ル整備基金積立金

500,986
・将来の山形新幹線米沢トンネルの整備費用の負担
に備え、基金に積み立てを行う

4
総合交通政策
課

地域交通総合対策事
業費

207,477
の一部

・交通情報等のオープンデータの整備・運用、経路
検索サイトに掲載するバス運行情報（GTFS-JP）作
成・更新のための市町村・交通事業者向け研修会の
開催

5
商業振興・経
営支援課

商工業振興資金融資
事業費（観光振興資
金）

223,400
・観光施設等の整備や旅館・ホテルの改修等に必要
な資金に係る金融機関への預託を通じた低利融資

6
観光交流拡大
課

アクセシブルツーリ
ズム推進事業費

83,000
の一部

・国内外から多くの観光客が訪れる銀山温泉と県内
観光地を結ぶ広域連携に向けた調査・検討、２次交
通のモデル事業

7
観光交流拡大
課

中小企業まるっとサ
ポート事業費【産業
労働部所管事業】の
うち、観光施設等経
営強化支援事業

246,191
の一部

・観光事業者等が行う観光ＤＸの推進や高付加価値
化に向けた取組みに対する助成

8
観光交流拡大
課

山岳観光推進事業費
8,874

の一部
・「世界の蔵王」プロジェクト事業の展開（２次交
通実証事業等）

9
イン・アウト
バウンド推進
課

国際チャーター便受
入環境整備事業費

176,298

・県内空港における国際チャーター便の受入態勢整
備のための支援
・山形空港におけるＧＳＥ（空港の地上業務に使用
する機材の総称）の整備【新規】

Ｄ受入態勢

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
総合交通政策
課

航空ネットワーク拡
充事業費

55,045
の一部

・国際チャーター便運航促進のための支援の実施等

2
商業振興・経
営支援課

商工業振興資金融資
事業費（観光振興資
金）

223,400
・観光施設等の整備や旅館・ホテルの改修等に必要
な資金に係る金融機関への預託を通じた低利融資

3
観光交流拡大
課

ＤＸ総合推進事業費
【産業労働部所管事
業】のうち、観光業
専門アドバイザー派
遣事業

22,145
の一部

・観光事業者のＤＸの推進や高付加価値化、経営改
善等に向けた観光業専門アドバイザーの派遣等によ
る伴走支援

4
イン・アウト
バウンド推進
課

外航クルーズ船誘客
事業費

14,747
・外航クルーズ船の寄港拡大に向けたプロモーショ
ンの展開や受入態勢の整備

5
村山総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業費（インバウンド
対応力強化支援事
業）

12,432
の一部

・観光パンフレットやホームページ等の多言語化、
インバウンド向け体験型コンテンツの造成等への支
援

6
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

180
・おきたま地域観光ボランティアガイド協議会が実
施する研修会等への支援

7
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

133 ・「学生が考える街歩き事業」の実施

5



8
置賜総合支庁
建設総務課

越後米沢街道・十三
峠活用整備支援事業

10 ・越後米沢街道・十三峠交流会との連携

Ａ観光資源・コンテンツ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
観光交流拡大
課

デジタル活用観光誘
客事業費

36,707
・「ラーメン県そば王国」に代表される食などの本
県ならではの地域資源を活用し、ＤＸにより観光消
費額や観光客数の拡大を図る取組みの推進

2
観光交流拡大
課

観光連携推進事
業費

94,170
・観光関係団体との連携による本県の広域観光推進
事業の効果的な展開

3
置賜総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（置賜）【再掲】

1,000
・行政、観光協会、観光事業者等が一体となった置
賜地域の広域観光の推進

Ｂ情報発信・ＰＲ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
産業創造振興
課

ＸＲビジネス創出事
業費

61,932
の一部

・企業向けＸＲ（クロスリアリティ）セミナーの開
催
・ＸＲ技術を利活用した新事業展開や高付加価値化
につながる実証事業に対する助成

2
観光交流拡大
課

観光統計強化事業費 6,500
・東北観光ＤＭＰによる広域観光データの分析・活
用

3
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

156 ・置賜観光ポータルサイトによる情報発信

4
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

77
・道の駅米沢における「イベントナビカード」の実
施

Ｃ環境・インフラ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
商業振興・経
営支援課

商工業振興資金融資
事業費（産業活性化
支援資金）

703,500
・ＤＸの推進などによる生産性向上等の取組みに必
要な資金に係る金融機関への預託を通じた低利融資

【施策の柱２】
「人材×ＤＸ」による観光産業の活性化

＜重点プロジェクトⅠ＞
ＤＸの推進や観光産業を支える人材の育成

6



2
観光交流拡大
課

アクセシブルツーリ
ズム推進事業費

83,000
の一部

・宿泊・立寄施設等が行う施設・設備等整備への支
援

3
観光交流拡大
課

中小企業まるっとサ
ポート事業費【産業
労働部所管事業】の
うち、観光施設等経
営強化支援事業

246,191
の一部

・観光事業者等が行う観光ＤＸの推進や高付加価値
化に向けた取組みに対する助成

4
置賜総合支庁
観光振興室

観光振興推進事業費
（一部）

74 ・県境案内看板の管理

5
置賜総合支庁
建設総務課

次代に繋ぐ土木史跡
活用保全事業

988 ・「直江石堤」及び「万世大路」の環境整備

Ｄ受入態勢

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
多文化共生・
国際交流推進
課

外国人材受入拡大・
定着推進事業

27,914
の一部

・企業、就職希望外国人のニーズ等に合わせた個別
の採用活動・マッチング支援
・外国人留学生を対象とした合同説明会、企業と留
学生等外国人材の交流会の開催

2
観光交流拡大
課

ＤＸ総合推進事業費
【産業労働部所管事
業】のうち、観光業
専門アドバイザー派
遣事業

22,145
の一部

・観光事業者のＤＸの推進や高付加価値化、経営改
善
等に向けた観光業専門アドバイザーの派遣等による
伴走支援

3
イン・アウト
バウンド推進
課

高付加価値な観光地
づくり推進事業費
【再掲】

19,148
の一部

・県内宿泊施設における外国人材の受入促進等

4
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）

45 ・情報発信強化のための支援及び検討会の実施

Ａ観光資源・コンテンツ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1 水大気環境課
やまがた山水百景魅
力アップ事業費

6,114
・優れた湧水を「名水」として選定し、紹介するこ
とで水環境保全を推進するとともに、地域おこし、
観光資源としての活用につなげる。

2
観光交流拡大
課

観光誘客総合推進事
業費

176,798
の一部

・山形新幹線の長期にわたる大規模な運休に伴い影
響を受けた観光業への支援

【施策の柱３】
地域一体となったすべての人にやさしい観光地づくり

＜重点プロジェクトⅢ＞
すべての人々を受け入れるアクセシブルツーリズムの推進
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3
置賜総合支庁
地域保健福祉
課

障がい者森林体験事
業

73
・障がいがあっても森林の素晴らしさを体感できる
機会の創出。

Ｂ情報発信・ＰＲ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
観光交流拡大
課

学会・大会等誘致推
進事業費

31,805
・県内で開催されるコンベンション開催経費等に対
する支援（※）みらい企画創造部より予算異動

2
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部)【再掲】

33 ・外国人ツアー客のおもてなし

3
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）【再掲】

156 ・置賜観光ポータルサイトによる情報発信

Ｃ環境・インフラ

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
防災危機管理
課

火山防災対策推進事
業費

1,918
・火山防災協議会における避難計画の策定や火山防
災マップの作成等

2
地域福祉推進
課

福祉のまちづくり推
進事業費

　　1,135
の一部

・県内の主要な施設のバリアフリー設備に関する情
報の提供

3
観光交流拡大
課

アクセシブルツーリ
ズム推進事業費

83,000
の一部

・旅行者の誰もが山形での観光を安全かつ快適に楽
しむことが出来るアクセシブルツーリズムの推進に
向けた機運醸成及び受入態勢の整備

4
県土利用政策
課

やまがたの誇れる景
観魅力発信事業費

1,195
・本県ならではの美しい景観の魅力発信、景観を整
備保全する県民意識の醸成

Ｄ受入態勢

番号 担 当 課 事　　業　　名

令和７年度
予算額

（９補現計）
（千円）

事　　業　　概　　要

1
観光交流拡大
課

アクセシブルツーリ
ズム推進事業費

83,000
の一部

・観光施設向けの研修会開催、ｱｸｾｼﾌﾞﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ対応
状況の発信

2
県民文化芸
術振興課

山形県文化芸術交流
発信事業費

19,200

・文化芸術団体等との共同による文化芸術鑑賞機会
の提供
・多様な人材の交流や人材育成による新たな文化芸
術活動の創出【新規】

3
県民文化芸
術振興課

文化による地域への
愛
着・誇り醸成事業費

2,520
・子どもたちの伝統芸能や文化芸術活動の発表の場
の創出
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4
県民文化芸
術振興課

「未来に伝える山形
の宝」登録制度推進
事業費

4,243
・地域に残る有形・無形の様々な文化財を保存・活
用し、地域コミュニティの活性化や交流拡大につな
がる取組みを行う団体への支援

5 教育政策課
郷土愛を育む活動推
進事業

12,818
の一部

・小中高生の地域を素材とする探究学習についての
実践事例を紹介する特設ページ「郷土Yamagataふる
さと探究の広場」の運営

6
生涯教育・学
習振興課

伝統芸能育成事業費
3,071

の一部

・地域の民俗芸能、伝承文化等を映像で保存・継承
するwebサイト「ふるさと塾アーカイブス」運用に
よる国内外への情報発信
・「ふるさと塾アーカイブス」サイトの国外への発
信力強化に資するＡＩによる多言語翻訳機能の導入
【Ｒ７新規】

7
置賜総合支庁
観光振興室

地域広域観光推進事
業（一部）【再掲】

180
・おきたま地域観光ボランティアガイド協議会が実
施する研修会等への支援

9
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観光財源について 

 

１ 観光関連の財源などの種類（例） 

（１）宿泊税 

  宿泊者に課税する地方税（法定外目的税） 

（２）入湯税 

  温泉などの入湯者に課税する地方税（法定目的税） 

（３）協力金 

  訪問者から任意で支払いを求める制度 

（４）寄付金（ふるさと納税制度） 

  ふるさと納税制度の仕組みを利用し、観光振興を目的とした寄付金を集める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：観光庁「観光地域づくり法人（DMO）における自主財源開発手法ガイドブック」） 

 

 

２ 自治体の財源の仕組み 

 ○ 自治体が地域から得ている税収である地方税と、国から交付される地方交付税や国

庫支出金等で構成。地方税による税収（基準財政収入算出税収に限る）が増えると、

その分、地方交付税が減少する可能性があり、税収が増えたとしても、結果的に自治

体の収入は増えない場合がある。 

 

 ⇒新たに観光目的の財源を増やすには、自治体の基準財政収入額の算出と関係しない税

収にする必要がある。（宿泊税や、入湯税） 

 

 

 

 

資料 4-1 
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 【地方税の種類】 

〇 地方税には「普通税」と「目的税」があり、普通税は使途が特定されておらず一般的

な行政サービスに使われるもので、目的税は特定の目的に使われる税。したがって、観

光以外の目的に使われないように観光財源を確保するのであれば、目的税を導入する

のが一般的。 

 

 

３ 「宿泊税」の概要 

○ いわゆる「宿泊税」は、地方税法に定める税目（法定税）以外に、各地方自治体が条

例により税目を新設することができる「法定外税」のうち、使途が限定される「法定外

目的税」に分類される。 

 ○ なお、「宿泊税」という名称については、各自治体が条例において裁量を持って設定

できるため決められたものではないが、現在導入している自治体が「宿泊税」という

名称を使用していることから、事実上一般化している。 

 ○ 「宿泊税」を含めた法定外目的税を導入するためには、各自治体の議会において条

例可決後、総務省に対して協議を行い、同意を得ることが必要。 

 〇 法定外目的税は、地方交付税の算定上、基準財政収入額に算入されないため、純粋

に使途目的分野の振興に寄与する。 

 

 

  【宿泊税の主な特徴】 

   ・ ホテルや旅館等の宿泊施設への宿泊行為が課税客体（課税単位は宿泊数）。 

   ・ 納税義者は宿泊者。宿泊施設は特別徴収義務者として宿泊者から宿泊代金とは別に 

特別徴収を行う形が一般的。 

   ・ 税額の設定については、概ね以下の３種類に大分。 

     ① 宿泊料金如何に関わらず一律の料金を徴収する「定額制」 

       例）１泊あたり○○円 など 

     ② 宿泊料金に応じて定額の徴収料金に段階を設ける「段階的定額制」 

       例）１万円未満は１泊あたり○○円、１万円以上は△△円 など 

     ③ 宿泊料金に一定の率を乗じて税額を算出する「定率制」 

       例）宿泊料金の○％ など 

   ・ 自治体によっては、一定の宿泊料金を基準とした免税点の設定（例：宿泊料金が 

6,000円未満の場合は免税）や、特定分野の宿泊を課税免除に設定（例：修学旅行 

における宿泊を課税免除とする）するケースもあり。 
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４ 宿泊税導入に係る他県の動向（令和７年 10月末現在） 

 ○ 宿泊税を導入済又は総務省同意済みの団体：42団体 

   

・都道府県：６団体（実施済み３団体）         は東北の自治体 

東京都、大阪府、福岡県、宮城県（R8.1～）、広島県（R8.4～）、北海道（R8.4～） 

・市 町 村：36団体（実施済み 11団体） 

京都府京都市、石川県金沢市、北海道倶知安町、福岡県福岡市、福岡県北九州市、 

長崎県長崎市、北海道ニセコ町、愛知県常滑市、静岡県熱海市、岐阜県高山市、 

岐阜県下呂市（以上、実施済み） 

北海道赤井川村、島根県松江市、青森県弘前市、宮城県仙台市、北海道札幌市、 

北海道小樽市、北海道釧路市、北海道北見市、北海道網走市、北海道旭川市、 

北海道帯広市、北海道函館市、北海道富良野市、北海道音更町、北海道占冠村、 

岐阜県岐阜市、三重県鳥羽市、熊本県熊本市、北海道新得町、北海道留寿都村、 

栃木県那須町、神奈川県湯河原町、長野県軽井沢町、長野県阿智村、長野県白馬村 

 

  ・施行団体 

  

  ・未施行団体 

     

 （出典：各都道府県の HP） 

  

宿泊料金 税額

１万５千円以上 200円

１万円以上1万５千円未満 100円

２万円以上 300円

１万５千円以上２万円未満 200円

７千円以上１万５千円未満 100円

福岡市、北九州市以外 200円

福岡市、北九州市
※福岡市、北九州市については、
各市において別途宿泊税を設定

50円
令和２年４月

自治体 導入時期
税額・税率

都
府
県

東京都 平成14年10月

大阪府 平成29年１月

福岡県

宿泊料金 税額

６千円以上（仙台市以外） 300円

６千円以上（仙台市）
※仙台市については、市において
別途宿泊税200円を設定

100円

５万円以上 500円

２万円以上５万円未満 200円

２万円未満 100円

広島県
（令和6年12月に
条例案可決）

令和８年４月１日
（予定）

６千円以上 200円

長野県
（令和7年2月に

条例案可決）
総務大臣協議中

令和８年６月１日
（予定）

６千円以上
300円（制度
開始後３年間
は200円）

令和８年１月13日
（予定）

自治体 導入時期
税額・税率

宮城県
（令和6年10月に
条例案可決）

道
県

北海道
（令和6年12月に
条例案可決）

令和８年４月１日
（予定）
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５ 山形市における宿泊税導入の検討状況 

〇 令和７年 10月 22日、第１回山形市観光財源検討委員会を開催。 

〇 令和９年４月からの宿泊税の課税開始を目指し検討する日程案を提示。 

〇 今後、制度内容や事業者支援策、財源の使途について協議し、市議会令和８年３月定

例会に関連条例案を提出する計画。 

〇 令和７年 11月７日、第２回山形市観光財源検討委員会を開催し、「定率制３％」とす

る方向性を確認。 

〇 平均宿泊単価が 10,000円の場合、収入見込額は約 2.5億円 

  ※実際は、免税点（例：１泊 6,000円未満）、課税免除（例：修学旅行者）による金

額を除いた額が収入となる。さらに、税システム改修費用等も見込まれる。 

  

 

参考：県も同様の税率で宿泊税を導入した場合の収入見込み額 

 

（山形市との調整を考慮せず、市とは別に単純に上乗せした場合） 

県：500万人泊×10,000円×３％＝15億円 

 

※実際は、山形市との調整（山形市宿泊分は税率を下げる）や、以下免税点、課税免除、

により、約 4.7 億円以上を除いた額が収入となる。さらに、関連費用として数千万の

費用が見込まれる。 

 

〇 控除額の想定 

【免税点（例）：１泊 6,000円未満】 

 県内宿泊者数の 30％（150万人）と試算：▲4.5億円 

 

【課税免除（例）：修学旅行者など】 

 ８万人が対象と推計：▲0.24億円 

 

 

【関連費用（例）】 

 ・周知広告費（説明会、ポスター、事業者周知物品） 

 ・税システム改修費 

 ・特別徴収義務者交付金 
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６ 【参考】宿泊税導入（予定含む）自治体における使途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 国際観光旅客税 

 〇 観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源を確保する観点

から、国際観光旅客等の出国１回につき 1,000円を徴取。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：財務省 HP） 

 

 〇 日本を訪れる外国人客の地方誘客やオーバーツーリズム対策費捻出のため、金額の

引き上げが議論されている。 

自治体名 事業名等・取組内容（例）

Wi-Fiやデジタルサイネージなどの利用環境の整備

観光案内所（都内５箇所）設置・運営

観光公式ガイドブック「東京トラベルガイド」発行

多言語対応の強化・観光バス等の駐車場の整備

公共交通機関と連携した旅行者のシームレスな移動の促進

MICE誘致の推進

宿泊施設の多言語案内・情報発信、バリアフリー化等に対する支援

インバウンド向け体験プログラムを含む旅行商品造成支援

地域資源を活用した新たな観光資源開発、観光スポットの受入環境整備

旅行者が快適に滞在するための、受入環境の整備を推進

宮城県内隅々まで楽しむための、観光地間の交通アクセス環境の向上

地域の食・自然・歴史文化などを生かした、宮城県ならではの観光地域づくり

観光の高付加価値化

観光サービス・観光インフラの充実・強化

危機対応力の強化

周遊促進や宿泊・滞在時間の増加など、観光消費額を高めるための取組の拡充・強化

外国人を含めた観光客への対応、観光関連事業者の人的リソース不足対策

（出典：各都県のHP）

東京都

大阪府

福岡県

宮城県

北海道

広島県
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８ その他の観光財源の例 

（１）入湯税 

 〇 地方税法に規定される法定目的税であり、市町村が入湯客に対して課すもの。法律

上で定められた使途として「観光振興」も位置付けられていることから、観光財源に

活用している自治体も多い。 

〇 さらに、近年では標準税率（１人１日 150 円）を上回る税率を条例で定めて適用す

る「入湯税超過課税」が注目されており、この標準税率との差額を新たな観光目的の財

源として活用しているところもある。 

⇒上山市が令和８年４月から入湯税を２倍に引き上げ。インバウンドを含めた観光誘客

を推進する財源などに税収を活用予定。 

 

 

（２）協力金 

 〇 観光地を訪れる旅行客に対して環境保全や施設の維持管理といった使途を示した上

で、そのための負担を求めるもの。法令上の根拠は必要なく、その柔軟性から様々な

協力金が存在。 

 

 （例１）羽黒山「入域協力金」 

  金額：５００円～ 

  目的：歴史及び文化の継承と環境の保全、それらを活用したまちづくりの支援 

 

（例２）銀山温泉「入域料」の検討 

  持続可能な観光地域形成に必要な財源確保のため、地域の実情や特性（温泉街は山

あいの突き当たりに位置している）を踏まえて、様々な手法について検討 



（出典）東京都主税局 （出典）観光庁

（出典）観光庁

宿泊税導入後の宿泊者数の推移
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福岡県（延べ宿泊者数（年・人泊））
＜各自治体の宿泊税の導入時期と、その後の推移＞

〇東京都：平成14年10月

宿泊税導入後も宿泊税課税人員は増加傾向

〇大阪府：平成29年１月

宿泊税導入後も宿泊者数は増加傾向

〇福岡県：令和２年４月

コロナ禍の影響もあり、導入の翌年（令和３年）は宿泊者数は微減したもの

の、令和４年には導入年（令和２年）を上回った

⇒宿泊税の導入を原因とした宿泊者の明らかな減少はみられない

コロナ禍

※H14は、半年間（10月～３月）の実績
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